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①事業主に対し、障害者雇用率に相当する人数の障害者の雇用を義務づける

　　　　　　　　　　　　　　　　令和３年３月～　　　　　令和6年4月～　　　　令和8年7月～ 

  民間企業 ..........................   2.3%　　 　　　　2.5%　　　　　　2.7%  

　国、地方公共団体、特殊法人等 ........  2.6%             2.8%            3.0%

　都道府県等の教育委員会 .............  2.5%             2.7%            2.9%
    

※  大企業等において、障害者を多数雇用する等一定の要件を満たす会社 (特例子会社 )を設立した場合等、

    雇用率算定の特例も認めている。 

②障害者の雇用に伴う事業主の経済的負担の調整を図る 

  ○ 障害者雇用納付金 (雇用率未達成事業主 ) 不足 1人 月額 5万円徴収

      ( 適用対象 :常用労働者 100 人超 ) 

  ○ 障害者雇用調整金 (雇用率達成事業主 ) 超過 1人月額 2万 9千円支給

      ( 適用対象 :常用労働者 100 人超 ) 

      ※ この他、100 人以下の事業主については報奨金制度あり。 

         (障害者を年度間合計数4%又は72人のいずれか多い人数を超えて雇用する場合、超過1人

            月額2万1千円支給) 

  ・ 上記のほか、在宅就業障害者に仕事を発注する事業主に対する特例調整金がある。尚、週所定労働時間

     10時間以上 20時間未満の障害者を対象とした特例給付金は廃止されます。（令和6年 4月 1日施行 )

③障害者を雇い入れるための施設の設置、介助者の配置等に助成金を支給 

  ・障害者作業施設設置等助成金 

  ・障害者介助等助成金

  ・重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金 　　　　　　　　　等 

④地域の就労支援関係機関において障害者の職業生活における自立を支援

　<福祉施策との有機的な連携を図りつつ推進 >

  ○ ハローワーク (全国 544 か所 ) ... 障害者の態様に応じた職業紹介、職業指導、求人開拓等 

  ○ 地域障害者職業センター(全国52か所) ... 専門的な職業リハビリテーションサービスの実施

                                                  ( 職業評価、準備訓練、ジョブコーチ等 ) 

  ○ 障害者就業・生活支援センター (全国 339 か所 ) ... 就業・生活両面にわたる相談・支援 

【目的】障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、職業リハビリテーシ

　　　　  ョンの措置等を通じて、障害者の職業の安定を図ること。 

障害者の雇用の促進等に関する法律（障害者雇用促進法）の概要
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障害者総合支援ἲの୍㒊をᨵṇするἲᚊ（௧࿴ 7年 10 月㸯日施行）のᴫ要

障害者の日ᖖ生άཬࡧ社会生άを総合的に支援するたࡵのἲᚊཬࡧඣ❺福祉ἲの୍㒊を

ᨵṇするἲᚊの施行によりࠕ就労㑅ᢥ支援ࠖが๰設ࡉれ、 ᪂たな障害福祉ࢧーࢫࣅとして

௧࿴ 7年 10 月࠿ら実施ࡉれることになりました。

1. 事　業　ᴫ　要

障害者ᮏ人が就労ඛ・ാき᪉についてよりⰋい㑅ᢥができるよう、就労࢔セࢫメンࢺの手ἲをά用して、ᮏ人の

ᕼᮃ、就労⬟ຊや㐺ᛶ等に合った㑅ᢥを支援する᪂たなࢧーࠕࢫࣅ就労㑅ᢥ支援ࠖが๰設ࡉれました。

2. ᇶ　ᮏ　᪉　㔪

▷ᮇ間の生⏘άືその௚のάືのᶵ会のᥦ౪を㏻ࡌて、就労に関する㐺ᛶ、知㆑ཬࡧ⬟ຊのホ౯や就労に関する

ពྥ、就労するたࡵに必要な㓄៖やその௚の主ົ┬௧でᐃࡵる事㡯について整⌮を行います。࢔セࢫメンࢺ⤖ᯝを

㋃まえ、障害者ᮏ人や関ಀ者 (ᐙ᪘やᏛᰯ、支援ᶵ関等 )を஺えたከᶵ関㐃ᦠによるࢣーࢫ会㆟を行い、障害者ᮏ

人の就労に関するពᛮỴᐃ支援を行います。なお実施主体は就労㑅ᢥ支援事業所になります。

3. ᮇᚅࡉれるຠᯝ

ۑ ᮏ人の就労⬟ຊや㐺ᛶ、ࢽーࢬやᙉࡳ、ᮏ人がຊをⓎ᥹しやすい環境要ᅉ、⫋業上の課㢟、就労に当たっての

支援や㓄៖事㡯等をᮏ人と༠ྠして整⌮することで、ᮏ人の⮬ᕫ⌮ゎを促進することがྍ⬟となります。

ۑ ᮏ人と༠ྠして整⌮した内容や地ᇦの௻業等の᝟報をᇶに、関ಀᶵ関と㐃ᦠすることにより、ᮏ人にとって、 

より㐺ษな進㊰を㑅ᢥすることがྍ⬟となります。また就労継続支援㸿ᆺ・㹀ᆺ฼用㛤ጞᚋࡶ、ᮏ人のᕼᮃに

ᛂࡌて就労㑅ᢥ支援を受けることができ、就労ࢽーࢬや⬟ຊ等のኚ໬にᛂࡌた㑅ᢥがྍ⬟となります。

4. 対　象　者

出典：就労選択支援実施マニュアル（厚生労働省）より 5
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障害者雇用の᥎⛣　

　事業主が労ാ者を雇い入れる場合には、ࠕ障害者の雇用の促進等に関するἲᚊ （ࠖ障害

者雇用促進ἲ）にᐃࡵるἲᐃ雇用⋡を上ᅇる障害者を雇用しなけれࡤならないことと

。れていますࡉ

　Ẹ間௻業のἲᐃ雇用⋡は 2.5㸣であり、40.0人つᶍ以上の௻業は、このἲᚊにᇶ࡙

いて障害者を雇用する⩏ົがあります。

௧࿴6年 6月1日⌧在のẸ間௻業 ( ἲᐃ雇用⋡ 2.5�) の実雇用⋡をࡳると、東京㒔

については 2.29㸣（๓年は 2.21㸣）と㐣ཤ᭱㧗となっています。ἲᐃ雇用⋡㐩

成௻業の๭合は、30.5㸣（ྠ 34.4㸣）となっています。

 東京㒔内のẸ間௻業の実雇用⋡の᥎⛣（௻業つᶍู） ྛ年6月1日⌧在

ฟ඾㸸௧࿴ 6 年ࠕ障害者雇用≧ἣࠖ㞟ィ⤖ᯝ（東京労ാᒁⓎ⾲ )より

(ὀ㸯)ᖹ成 24 年までは56ࠕ 㹼 300 人未満 、ࠖᖹ成 25 年࠿らᖹ成 30 年までは300 〜 50ࠕ 人未満ࠖ௧࿴ 3 年࠿ら43.5ࠕ 㹼 300 人未満ࠖ

障害者ἲᐃ雇用⋡の᥎⛣　

௧࿴5年度の障害者雇用⋡はᤣえ⨨࠿れ、௧࿴6年4月1日に2.5㸣、௧࿴8年度୰に2.7㸣へ

とẁ㝵的にᘬき上ࡆられます。㝖እ⋡制度はᖹ成14年にᗫṆが♧ࡉれ、以㝆、ẁ㝵的にᘬきୗࡆ

が実施ࡉれてきました。௧࿴7年4月には、雇用⋡のᘬき上ࡆと㔜ならないように、᭦に㝖እ⋡が

ᘬୗࡆられました。

ฟ඾㸸障害者のἲᐃ雇用⋡ᘬ上ࡆと支援⟇のᙉ໬について（ཌ生労ാ┬ ) より

 東京㒔内のẸ間௻業の実雇用⋡の᥎⛣（௻業つᶍู） ྛ年6月1
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障害者雇用における労ാ者の雇用⋡⟬ᐃ᪉ἲ　

障害者の就⫋件数の᥎⛣

᪂つồ⫋⏦㎸件数は、対๓年度ẚ 0.8㸣ቑの 22,095 件で、このうࡕ障害✀ูでは、身体障害

者は 4,795 件（対๓年度ẚ 5.4㸣ῶ）、知的障害者は 2,918 件（ྠ 0.0㸣）、精神障害者は

13,491 件（ྠ 2.8㸣ቑ）となっています。

　就⫋件数は、対๓年度ẚ 8.8㸣ቑの 7,510 件で、このうࡕ障害✀ูでは、身体障害者は

1,495 件（対๓年度ẚ 2.8㸣ቑ）、知的障害者は 1,528 件（ྠ 6.0㸣ቑ）、精神障害者は 4,371 件（ྠ

12.4㸣ቑ）となっています。

　障害の⛬度や労ാ時間により雇用⋡への⟬ᐃ（࢝࢘ンࢺ）が␗なります。ἲᨵṇにおいて、

㔜度身体障害者、㔜度知的障害者ཬࡧ精神障害者である特ᐃ▷時間労ാ者について、就労ᶵ

会のᣑ኱をᅗるたࡵ、実雇用⋡において⟬ᐃできることとࡉれました。（௧࿴6年4月施行）
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雇用⋡制度における⟬ᐃ᪉ἲ（㉥ᯟが᪂たにᥐ⨨ࡉれた内容）

※୍ᐃの要件を満たす場合は、0.5 ではなࡃ㸯と࢝࢘ンࢺするᥐ⨨について、当ศの間ᘏ㛗ணᐃ

ฟ඾㸸特ᐃ▷時間労ാ者の雇用⋡⟬ᐃについて（ཌ生労ാ┬ ) より

ฟ඾㸸௧࿴ 6年度㒔内ࣟࣁー࣡ーࢡにおける障害者の⫋業⤂௓≧ἣについて（東京労ാᒁ㈨ᩱ )より

᪂つồ⫋⏦㎸件数ཬࡧ就⫋件数の᥎⛣　　 
■ ᪂つồ⫋⏦㎸件数㸸Წࣇࣛࢢ（ᕥ㍈）（その௚障害者（Ⓨ㐩障害者、㞴⑓等）を㝖ࡃ）

■ 就⫋件数㸸ᢡれ⥺ࣇࣛࢢ（ྑ㍈）



1 障害者雇用について
しょう  が い しゃ   こ   よ う     

お問い合わせ

ハローワーク飯田橋　雇用指導部門
〒112-8577 文京区後楽 1-9-20 飯田橋合同庁舎

TEL 03(3812)8609　38#

各種支援策があります ! 詳細はハローワークにお問合わせください。 

●トライアル雇用助成金 (障害者トライアルコース、障害者短時間トライ

　アルコース ) 

ハローワーク等の紹介により、一定期間試行雇用を行う事業主に対して助

成金が支給されます。 

●特定求職者雇用開発助成金 (特定就職困難者コース、発達障害者・難治

　性疾患患者雇用開発コース ) 

ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた

事業主に対して助成金が支給されます。

●精神・発達障害者しごとサポーター養成講座の開催 

企業の従業員が、精神障害・発達障害についての基礎知識や、一緒に働く

ために必要な配慮などを学ぶことができます。ハローワークから講師が

事業所に出向く出前講座や e - ラーニング版もあります。 

雇用する時

定着に向けて

※助成金制度・支援策の一部を抜粋

共生社会の実現
障害に関係なく、意欲や能力に応じて、誰もが職業を通して社会参加
できる「共生社会」の実現につながります。 

生産性の向上
障害者がその能力を発揮できるよう職場環境を改善することで、 他の
従業員にとっても安全で働きやすい職場環境が整えられます。 

労働力の確保
障害者の「できること」に目を向け、活躍の場を提供することで、企
業にとっても貴重な労働力の確保につながります。 

ハローワーク（公共職業安定所）の活用  

障害者の雇用により、以下のことが期待されます 

　ハローワークには、専門の雇用指導官がおり、求人の相談や助成金など支援

制度の紹介を含め障害者を雇用する場合の様々なナビゲーションをしています。

雇用指導官とは・・・
　企業が障害者雇用に当たり抱えている具体的な課題を把握し、企業の状況に応じた具
体的な提案・指導を行っています。

○提案、援助型の企業支援・指導

　・地域の関係機関と連携した、障害者が出来る仕事の切り出し

　・障害特性に応じた求人条件の緩和指導

○障害者雇用支援セミナー・企業見学会

　・障害者雇用理解促進のため、障害者雇用実績のある企業の講演や、実際に障害者が就業している現場の見学

○障害者トライアル雇用

　・障害者を一定期間雇用することにより、障害者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図る
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⫋場体㦂実習のά用

企業のメリット
・業ົに従事するጼを実㝿にぢることで、雇用時の࢖メーࢪがしやすい

・実㝿に㓄ᒓする⌧場従業員の⌮ゎが進ࡴ

・実㝿の業ົのࣞ࣋ルឤがわ࠿り、業ົ㐙行ྍྰุ᩿がྍ⬟となる

・会社の社㢼にあった人ᮦの᥇用ができる

・᥇用⋡およࡧᐃ╔⋡のྥ上

な࡝

障害のある方のメリット
・就労ᚋの࢖メーࢪがࡃ‪たࡵ、Ᏻᚰして入社しやすい

・業ົ㐺ᛶだけでなࡃ、⫋場の㞺ᅖẼや社員の人᯶、社㢼をឤࡌた上で入社をỴࡵやすい

な࡝

　⫋場体㦂実習とは、障害のある᪉を୍ᐃᮇ間⫋場に受け入れることで、従業員が障害

のある᪉についての⌮ゎを῝ࡵるととࡶに、雇用に当たっての課㢟のⓎぢとそのᨵၿ⟇

の᳨ウな࡝にྲྀり⤌ࡴことにより、障害のある᪉の雇用にಀる࢘ࣁ࢘ࣀの⵳✚をᅗり、

障害者雇用の᥎進に㈨するࡶのです。 

　障害のある᪉を受け入れたことのない⫋場では、障害に対する୙Ᏻ、障害のある᪉に

対する୙Ᏻがあります。これらの୙Ᏻをᡶᣔするたࡵ、⫋場体㦂実習を実施し、障害の

ある᪉に᥋することは኱ኚ有ຠです。

　また、雇用する๓に⫋場体㦂実習を行うメࣜࢺࢵは、௻業ഃࡶ障害者のある᪉ࡶお஫

いを知ることができるというⅬにあります。▷い時間の᥇用㠃᥋だけではわ࠿らない特

ᛶがぢえてࡃることがከࡃあります。⫋場体㦂実習等のᶵ会を設け、௻業ഃ・障害のあ

る᪉、཮᪉が⣡ᚓのいࡃ᥇用を実⌧することが㔜要です。

㸺᥇用までのὶれ㸼

⫋場体㦂実習 㠃　᥋ぢᏛ・㢦合わせ

9



1 障害者雇用について
しょう が い し ゃ   こ   よ う     

お問い合わせ

障害者福祉課 施設・就労支援担当 
TEL 03(5211)4219　FAX 03(3556)1223

E メール shogaishafukushi@city.chiyoda.lg.jp 

千代田区の障害者雇用に関する助成金制度

■障害者等雇用促進援助事業 (事業主への援助金 )

　知的障害者・精神障害者・身体障害者を雇用する事業主に対して、援助金を支給します

月間の就労日数により、援助金を支給します。

13 日以上の場合  　月額 　20,000 円
  8〜12 日の場合  　月額　 17,000 円

区内に住所を有する手帳（知的・精神・身体）を所持している障害者を

3ヶ月を超えて雇用している事業主が対象です。

ただし、その事業主が経営する全ての事業所の総従業員数が 40.0 人未満

であること、事業所の所在地が東京 23 区内にあること、特例子会社で

ないことが条件です。

内　容

対　象

■障害者等雇用促進援助事業 (実習奨励金・報奨金 )

　 就労実習を行った障害者は奨励金、実習を受け入れた事業所は報奨金が受けられます

・実習生への奨励金　1時間　　200 円

　※日数制限なし、1日 3時間以上、1ヶ月の間に 1日以上実習を行った

　　場合に受けられます。

・事業所への報奨金　1ヶ月 10,000 円

　※1日あたり 3時間以上、1ヶ月の間に 3日以上の実習を行った場合に

　　受けられます。

千代田区障害者就労支援センターに登録して就労実習を行った障害者と、

就労実習を受け入れた事業所です。 

( 事業所は東京 23 区内であることが必要です )

内　容

対　象

■障害者等雇用促進援助事業 (環境整備助成金 )

　 事業所が障害者を雇用又は実習の受け入れをするときに、整備工事施工や補助具購入を行う場合は、

　 環境整備助成金を支給します

工　事　　　　支給限度額年度内 20 万円

補助具購入　　支給限度額年度内 10 万円

区内に住所を有する手帳（知的・精神・身体）を所持している障害者を

1年以上継続して雇用する事業主が対象です。

ただし、その事業主が経営する全ての事業所の総従業員数が 40.0 人未満

であること、事業所の所在地が東京 23 区内にあること、特例子会社で

ないことが条件です。

内　容

対　象
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